
(２ )本市における空き家の現状について

資料２



横須賀市の空家の状況について

（令和５年住宅・土地統計調査）
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空家等対策計画の対象となる「空き家等」の範囲 
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空き家の通報件数と指導中案件について

■令和６年４月１日～令和７年３月31日までの通報件数

〇新規 147件

〇再通報   97件
計244件

○所有者調査中 50件

○指導中  407件

■指導中案件数（令和７年３月31日時点）

〇草木の繁茂・越境 73件

〇建物の老朽化・破損 40件

○外構・設備等の老朽化・破損 14件

○その他 26件

■市民からの新規通報内容

②

■新規通報地区別件数

〇追浜 11件

〇田浦 ９件

○逸見 ８件

○本庁 36件

○衣笠 18件

○大津 14件

○浦賀 16件

○久里浜 ９件

○北下浦 ７件

○西 19件



特定空家等及び管理不全空家等について

■特定空家等とは（空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第２項）

以下のいずれかの状態にあると認められる空家 等

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

■管理不全空家等とは（法第十三条）

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に

該当することとなるおそれのある状態にある空家等のこと。

 （令和５年12月の法改正により新設）

本市では、「管理不全空家等及び特定空家等の判断表」（資料２－１）を

用いて特定空家等、管理不全空家等及び管理の行き届いていない空家等の

分類を行っています。
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特定空家等及び管理不全空家等の判断基準の運用について

○特定空家 １件

○管理不全空家 ２件

○管理の行き届いてない空家 12件

■指導中案件について判断表による判定を実施（令和６年度の新規指導物件）

○R６指導物件 104件

○判断表による判定あり 15件

○判断表による判定なし 89件
（樹木の越境等のみで倒壊等の恐れがない物件）

■判断基準運用における課題点

・樹木等に覆われて、建物全容が見えないケースがある

・定期的に判断の更新が必要
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本市における空き家の主な課題について

■空き家に関する情報提供をお願いする文書を所有者等に送付しても連絡がない。

■改善指導に応じない、遠方で管理が難しいといった理由で、対応が進まない。

■所有者等に解体する気持ちがあっても解体する資金を捻出できない人がいる。

■管理責任を問いたくても、相続人の把握や合意形成が進まない。 

■所有者等が亡くなった後、相続人がおらず、所有者等がいない空き家が存在する。

■相続されているのに適正に登記されていないケースが非常に多い。

■登記簿の住所が古い、転居先がすぐに分からない、所有者が何人もいる

（相続未登記）などで、空き家の所有者に連絡が取れない。
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本市における空き家対策事業について

■空き家に対する解体助成制度（資料２－２参照）

地域の安全確保や良好な景観形成を推進するため、老朽化し危険性のある

空き家等の解体に対し補助金を交付しています。一定の基準を満たす建物が

対象となり、除却工事費用の一部を市が支援することで、円滑な空き家の

解消とまちの活性化を図っています。

□空き家解体費用補助金

（上限金額：35万円）

10件／10件（令和６年度実績）

□旧耐震空き家解体費用補助金

（上限金額：15万円）

19件／25件（令和６年度実績）
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本市における空き家対策事業について

■空き家所有者・管理者向け相談会（資料２－３参照）

空き家の適切な管理や有効活用を支援するため、

空き家の所有者・管理者を対象とした無料相談会を年に３回開催しています。

 （令和６年度実績）

第１回８名

第２回８名

第３回12名

⑥
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